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平成24 年度補正予算 ＩＣＴ街づくり推進事業に係る提案の公募

総務省は、災害に強い街づくり、地域が複合的に抱える諸課題の解決、経済の活性化・雇

用の剔出、国際社会への貢献 一国際競争力の強化等を可能とする「ＩＣＴスマートタウン」

の先行モデルを早期に実現するため、「ＩＣＴ街づくり推進事業」に係る提案を本日から平

成25 年４月12 日まで公募します。

「厂 蕀 ⑩ 茸コ

（１）公募対象者

ア 地方公共団体

イ 地方公共団体、民間法人（法律に基づき設立された法人又は非営利団体）、独立行

政法人．大学等による共同提案

（２） 事業 の概 要

災 害に 強 い街づ くり 、地域 が複合 的に 抱え る諸課題 の解 決、経済の活性 化・雇用 の創

出、国際社 会 への貢献 一国際 競争力 の強 化等 を可能と する「 ＩＣ Ｔスマー トタ ウン（※）」

先行 モデ ル の早期 実現 を図 るため、ＩＣ Ｔを活 用した新 たな 街づ くり につい て 検証 する

た めの実 証 プ ロジェ クトを総 務省 の委託 事業 として 実施す るもの です 。

※「ＩＣＴを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会」報告書において、ＩＣＴを活

用した新たな街づくりの目指すべき姿として示されたもの。

２　 提案書の提出方法

（１）提出期限

平成25 年４月12 日（金）午後５時（必着）

（郵送の場合は同日付け必着）

（２）提案方法

別紙１の実施要領及び別紙２の提案書作成要領に従って提案書を作成し、以下の連絡

先に持参又は郵送にて提出してください。

３　委託先候補の選定

委託先候補の選定

務省が行います。



平成25 年５月頃：

同年６月頃：

外部評価の実施、委託先候補の選定

契約条件の協議、委託契約の締結

・平成24 年度　ICT 街づくり推進事業に係る提案の公募

・平成24 年度ICT 街づくり推進事業に係る委託先候補の決定

・ICT 街づくり推進会議

廴 濾 蔓旦剴 丿 劃Ｌ 」

一別紙１　平成24 年度補正予算ＩＣＴ街づくり推進事業実施要領

一別紙２　平成24 年度補正予算ＩＣＴ街づくり推進事業提案書作成要領及び様式

一様式５　予算計画書(MS-ExceI 形式）

一様式８　提案書の概要(MS-PowerPoint 形式）

・別紙３　平成24 年度補正予算ＩＣＴ街づくり推進事業委託契約経理処理解説

【連絡先】
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課

（担当：高橋課長補佐、赤川主査、伊澤官）

電　話:03-5253-5482

ＦＡＸ:03-525  3 ―5721

E-ma i I :　ict-town_atmark_ml. soumu. go. jp

※迷惑メール対策のため、「@」を「atmark 」 と表示しております。

送信の際には、「@」に変更してください。
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平成24 年度補正予算 ＩＣＴ街づくり推進事業

実施要領

背景及び目的

芦 川

（１）背景
総務省では、平成23 年12 月より、「ＩＣＴを活用した街づくりとグローバル展開に

関する懇談会」（以下、「懇談会」という。）を開催し、ワイヤレスネットワーク、クラ

ウドサービス等の災害に強い技術、センサネットワーク等の最先端のＩＣＴを活用した

新たな街づくりを実現するための方策等について検討を行った。平成24 年７月には、

同懇談会より、ＩＣＴを活用した新たな街づくりに係る実証プロジェクトの実施等を盛

り込んだ報告書が公表1された。その後。「ＩＣＴ街づくり推進会議亅 が本年１月より開

催され、「ＩＣＴスマートタウン（※）」先行モデルの早期実現に向けて、実証プロジェ

クトの加速化等について検討が行われている。

現在、平成24 年度ＩＣＴ街づくり推進事業として、５件の実証プロジェクトが実施

されているところである。

（※）「ＩＣＴスマートタウン」とは、懇談会報告書において、ＩＣＴを活用した新

たな街づくりの目指すべき姿として、以下の基本機能を具備するものとされた。

ア　 平時のＩＣＴ利活用と緊急時、災害時における防災、減災機能の発揮

イ　 共通ＩＤ等によるリアルタイムデ ータや行政保有データ等のビッグデー

タの利活用

ウ　 ＩＣＴインフラ基盤やインタフェースの確保による住民参加

工　 将来的な発展性や拡張性の確保

オ　 明確な街づくり戦略の下での民産学公官の連携体制

（２）目的
ＩＣＴを活用した新たな街づくりに関する実証プロジェクトを．複数の地域で実施す

ることにより、災害に強い街づくり．地域が複合的に抱える諸課題の解決、経済の活性

化・雇用の剔出、国際社会への貢献 一国際競争力の強化等を可能とする「ＩＣＴスマー

トタウン亅 の先行モデルを早期に実現することを目的とする．

２　 委託事業の概要

１

（１）提案者

① 地方公共団体
② 地方公共団体、民間法人（法律に基づき設立された法人又は非営利団体）、独立行

政法人、大学等による共同提案

（以下、①及び②を「地方公共団体等」という。）

（２）公募する事業

html 参照。
、-- ／



次の２つを実施テーマとする。

① 地域実証プロジェクト
国内地域において、「ＩＣＴスマートタウン」の基本機能を有するＩＣＴシステ

ムを活用し、東日本大震災の経験を踏まえた災害に強い街づくりの実現、地域経済

の活性化、雇用剔出等、地域が抱える課題の解決に対するシステムの定量的評価、

システムの利活用にかかる課題の明確化を行う事業

② 国際実証プロジェクト（※）

「ＩＣＴスマートタウン」の基本機能を有するＩＣＴシステムを活用し。東日本

大震災の経験を踏まえた災害に強い街づくりの実現、地域経済の活性化、雇用剔出

等、地域が抱える課題の解決に対するシステムの定量的評価、システムの利活用に

かかる課題の明確化を行う事業であって、ＡＳＥＡＮ地域をはじめとする海外地域

への展開を念頭に置き、当該地域と連携して日本国内で行う事業

※評価会での評価結果によっては、採択となる提案が無い場合もある。

（３）委託金額

１提案あたり1.5 億円以下とする。

３　 提案手続

（１）応募資格

以下の全ての要件を満たす、地方公共団体等。

① 委託事業を遂行するために必要な組織、人員等を有していること。

② 委託事業を円滑に執行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分

な管理能力を有していること。

③ 総務省が委託を行う上で必要とする処置を適切に遂行できる体制を有すること。

④ 委託事業を実施するため、委託事業に関連する分野における企業、地方公共団体等

との連携・協力体制が構築できており、各主体の役割と責任が明確に示されている

こと。
⑤ 委託事業全体の取りまとめを行う代表機関及び委託事業全体を統括する実施責任

者（プロジェクトリーグ）が定められていること。なお、実施責任者プロジェクト

リーグは、委託事業の進捗管理等、委託事業を統括するとともに、総務省の求めに

応じて委託事業の内容の説明等を行うこととする。

⑥ 以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。

ａ）契約の相手方として不適当な者
ア　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）であるとき。

２
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ウ

工

役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

役員等が。暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ているとき。

役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき。

オ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。

）契約の相手方として不適当な行為をする者

ア　暴力的な要求行為を行う者。

イ　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

ウ　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

エ　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

オ　その他前各号に準ずる行為を行う者。

⑦ 上記暴力団排除対象者であることを知りながら再委託の相手方としないこと。

（２）提案書様式

別紙２様式１～８に従い作成し、提出すること。

（３）その他の補足資料
提案を補足する資料があれば、Ａ４版（様式自由）１０ページ以内で添付すること。

（４）提出期間
公募開始の日から、平成25 年４月１２日（金）午後５時までに提案書を提出するこ

と。

（５）提出部数等
提案書類（提案書。提案書の概要及びその他の補足資料）は次の部数を提出するこ

と。
正本：１部、 副本：１部、電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）：１枚

（６）提出先
本実施要領に記載の「１１　実施要領に関する問い合わせ先」へ持参又は郵送（夕ヾ

切日の午後５時必着）により提出すること。なお、採択された提案書は、総務省ホー

ムページ等で公開する場合がある。提出された提案書等の返却はしない。

４　 委 託先 候補 の 選定 及び 採 択

（１）選定方法

評価会を開催し、その結果に基づき委託先候補を選定する。評価は書面審査及びヒ

アリングにより行う。ヒアリングの実施については、書面審査通過者に対し総務省よ

り別途通知する。なお、評価に際し、提案者に対して追加資料の提出等を求める場合

３



がある。

（２）選定のポイント

委託先 候補の選定に当たっては、以下の項目に基づき、総合的に評価を行う。評価

会での検討により選定基準に変更が生じた場合は、別途公表する。なお、下記に挙げ

た項目以外の要素を追加した提案を行うことを妨げない。

①　明確 な街づくり戦略とＩＣＴによる解決策

ア　 「農業等の地場産業の強化」、「教育を通じた、地域コミュニティの再生」、

「老朽化した社会インフラの保守、管理」、「水。食料、エネルギー等の資

源問題への対処」など、地域の活性化や街が抱える課題の解決を実現する

ための街づくり戦略を有しており、同戦略に基づく事業となっているか。

【必須】

イ　 ＩＣＴによる課題の解決策が明確化されているか。【必須】

②　平時のＩＣＴ利活用と緊急時・災害時における防災・減災機能の発揮

ア　 委託事業で活用するシステムについて、行政、医療、農林水産、環境・エ

ネルギー、交通、観光、教育等、平時において地域が抱える課題の解決を

図る機能を有しており、その効率的な活用による多様なサービス提供が期

待できるか。【必須】

イ　 委託事業で活用するシステムについて、住民等のニーズに応じて確実かつ

効率的に情報を収集・伝達できる等、防災・減災機能を有しており、その

効率的な活用が期待できるか。【必須】

ウ　 アとイの機能を実現するシステムについて、平時に活用する機能をそのま

ま緊急時・災害時においても使用するなど、緊急時への連続性を考慮した

システムの共用化が図られているか。【必須】

エ　 他地域においても平易に導入できるシステムであるか。

③　 共通ＩＤによるリアルタイムデータや行政保有データ等のビッグデータの利活

用

ア　 ①のシステムについて、地方公共団体が保有するデータをオープンにする

こと等により利活用するものとなっているか。【必須】

イ　 ①のシステムについて、共通ＩＤの活用により、行政、医療、農林水産、

環境・エネルギー、交通、観光、教育等、複数分野のデータが安心・安全

に共有 一連携し、効率的にサービス提供を行うことが可能な共通プラット

フォームを活用するものとなっているか。【必須】

ウ　 ①のシステムについて、地理空間情報を活用したものとなっているか。

エ　 ①のシステムについて、センサ等を通じてリアルタイムに収集されるデー

タを積極的に活用しているか。

オ　 複数分野のデータの所有者間における、情報の取り扱いに係る運用ルール

や新たな情報追加への柔軟な対応が可能な仕組みを有しているか。または、

それを検討することとなっているか。

カ　 受益者を含めた費用負担のあり方は明確か。

④　 ＩＣＴインフラ基盤やインタフェースの確保による住民参加

ア　 ①のシステムについて、ワイヤレスやブロードバンド等の既存のＩＣＴイ

ンフラを活用するものとなっているか。【必須】

４



イ　①のシステムについて、使いやすい情報通信端末やメディアを活用し、住

民等が参加しやすく。住民にとってメリットのある利用者視点にたったも

のとなっているか。【必須】

ウ　住民等の参加の在り方について、単に利用者として委託事業に参加するの

みでな＜、委託事業の在り方や検証等に係る議論に参加する場が構築され

ているか。

⑤　 街と街の連携・相互補完

ア　 ①のシステムについて、複数の街が連携、相互補完する仕組みがあり、そ

の活用が期待できるか。

⑥　 明確な街づくり戦略を推進する民産学公官の連携体制

ア　 首長等による街づくりの明確な戦略を推進するための、住民、コミュニテ

イ、企業等の産業界、地方公共団体がサポートする体制が構築されているか。

【必須】

イ　 学術研究機関が実証プロジェクトの推進をサポートする体制が構築されて

いるか。

ウ　 委託事業の推進主体間において、実証プロジェクト実施に係る費用分担に

関する考え方が明確となっているか。

エ　 （国際実証プロジェクトの場合）ＡＳＥＡＮ地域を始めとする海外地域と

の連携体制が構築されているか。【必須】

⑦　費 用対効果

ア　 委託事業内容に照らして過大な経費が計上されておらず、高い費用対効果

が見込まれる事業であるか。

イ　 既に保有する資産（インフラ、システム。人材、知的財産、仕組み・枠組

み等）を効果的に活用しているか。

⑧　確実な事業の実施及び成果展開
ア　実施体制、事業スケジュール、予算計画等を含めて委託事業の実施計画が

無理な＜効率的に組まれており、委託事業の確実な実施･運営が見込まれる

ものであるか。【必須】
イ　①のシステムについて、委託事業終了後も、自立的に運営が可能な事業計

画、実施体制、資金計画を有しているか。【必須】

ウ　これまでにＩＣＴを活用した地域活性化に係る先駆的な取組（国のプ囗ジ

ェクトとして指定・委託を受けた他の事業等）を実施している場合、その成

果をどのように活用しているか。または、現在他のＩＣＴを活用した地域活

性化の取組を実施している場合は、どのように連携しているか。

エ　得られた開発 一実証成果の実用化・普及展開を図る計画を有しているか。

オ　（国際展開プロジェクトの場合）連携体制を構築している海外地域への展

開が期待される事業であるか。

（３）提案内容の確認・採択 一修正

総務省は、委託先候補を選定した後、委託先候補である地方公共団体等に提案内容

の遂行に支障がないかどうかを確認した上で、最終的な採択の決定を行う。採否の結

果は、総務省から提案者あてに通知する。
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採択された提案内容については、必要に応じて契約時までに総務省と委託先候補と

の間で調整の上、修正等を行うことがある。

５　 委託契 約

（１）委託契約の締結
採択された委託事業について、総務省と委託先候補との間で、契約条件の調整を行

った上で委託契約を締結する。なお、契約上の委託経費の額は、必ずしも提案書に記

載した希望金額と一致するものではない。また、総務省と委託先候補との間で契約条

件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もある。

（２）委託期間

委託契約は単年度契約とし、委託期間は、委託を受けた日から総務省が別に定める

日までとする。

（３）契約の形態

総務省の支出負担行為担当官と地方公共団体等の代表者が委託契約を締結する。複

数の機関による共同事業の場合は、総務省は委託事業を行うすべての機関と直接契約

を締結する。再委託は原則として不可とする。

（４）契約書について

契約は総務省の委託契約書による。

６　 委 託 費

（１）委託費の扱い

委託費は、委託契約に係る契約書及び提案書に定められた使途以外への使用は認

められない。なお、採択された提案に係る予算計画書等は、必要に応じて契約時ま

でに実施機関と総務省との間で調整の上。内容の修正を行うことがある。また、委

託費は 、原則として、委託事業終了後速やかに成果報告書等の提出を受け、委託金

額を確定した後、精算払いにより支払う（特別な事情がある場合には、財務大臣協

議等の所定の手続、承認を得た上で、年度途中で概算払いが認められることもある。）。

（２）委託費の内容

委託費は、委託事業の遂行及び成果の取りまとめに直接的に必要な経費（直接経

費）とそ れ以外の諸経費（一般管理費）（それぞれ消費税（消費税十地方消費税）５％

を含む。）とする。直接経費の内訳は別添のとおりとする。一般管理費は、直接経費

の１０％以下とする。

（３）業務の外注
その内容が第三者に請け負わせることが合理的であると認められる業務について

は、委託事業の一部を第三者に請け負わせることができる。ただし、委託事業の全

部又は委託事業の本質的な部分（実証要素のある業務）を第三者に請け負わせるこ

とはできないこととする。
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事業の一部を第三者に請け負わせる場合は、以下に該当する場合を除き、事前に

総務省に通知し、承認を受けなければならない。

①　再委託の金額が５０万円を超えない場合

②　契約の主体部分ではな＜、再委託することが合理的である業務であり、次に

掲げる軽微な業務及びこれに準ずる業務であって、かつ、委託額の５分の１

を超えない場合

ア　翻訳、通訳、速記及び反訳等の類

イ　調査研究報告書等の外注印刷等の類

ウ　パソコン。複写機、事務機器等のレンタルの類

工　会議開催の会議室、会場等の借上げの類

オ　調査研究に必要な各種情報収集経費の類

力　納入成果物に係る各種品質、性能試験等の外注の類

（４）委託事業終了後の残存資産の取扱い
委託事業終了後、残存資産が存在する場合には、総務省と受託者が別途協議して

その扱いを決定することとする。

７　 報告及 び 評価

（１）中間報告
受託者は、総務省に委託事業の進捗状況等を記した中間報告書（様式適宜）を提出

しなければならない。中間報告書は。総務省ホームページ等で公開する場合がある。

中間報告書の提出期限は、別途指示する。

（２）成果報告及び終了評価
受託者は、委託事業の終了後、成果報告書を総務省に提出しなければならない。成

果報告書には次の内容を含むものとする。

一事業内容

一開発・実証に係る設計書やデータ

・委託事業で活用したＩＣＴシステムの検証結果（定量的評価を含む）

一明確化された課題及びその解決策

・収支報告
・委託事業終了後の事業計画、運営体制、資金計画（ランニングコストの負担方法

及びその費用負担者）

・開発 一実証成果の実用化・普及展開にかかる計画　　等

成果報告書をもとに、評価会においてヒアリングを通じて終了評価を行う。評価に

際しては、追加資料の提出等を求める場合がある。なお、成果報告書は、総務省ホー

ムページ等で公開する予定である。成果報告書の提出期限は、別途指示する。

（３）事後報告及び追跡評価
受託者は、委託事業終了後も総務省の求めに応じ、委託事業によって得られた成果

について．提案書に記載された目標等に照らした事後評価を実施し、その評価結果を

別に定める様式により報告するものとする．また、事後報告書をもとに．評価会にお
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いて。事業終了後の運営状況や成果展開等について追跡評価を行う。なお、事後報告

書は、総務省ホームページ等で公開する場合がある。

８　 スケ ジュ ール

委託事業の実施スケジュールは、概ね以下のとおりと想定している。ただし、諸事情に

より変更することがある。

・平成25 年５月頃：　公募提案について外部評価を実施し、委託先候補を選定

・平成25 年６月頃：　契約条件の調整を行い、委託契約を締結

・平成25 年秋頃：　　中間報告及び中間評価

・平成26 年３月頃：　成果報告

・平成26 年５月頃：　終了評価

※本事業は。総務省の平成２４年度補正予算により実施する事業である。委託事業を速やかに開

始できるよう、平成２５年度への予算繰越しについて財務当局の承認を前提に提案の公募を行

うものであり、今後スケジュール等の変更があり得る。

９　 委託費の適正な執行について

（１）適正な執行の確保

受託者は、委託事業に係る費用が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でま

かなわれるものであることに留意し、本事業の主旨及び目的、本実施要領、委託契約

書の内容等を十分理解した上で、効率的かつ効果的な執行に努めなければならない。

対象外の予算使用や調達物品の未使用及び事業期間外の費用計上等、不適切な執行が

あった場合には、契約の取り消しや契約額の減額を行う可能性がある。

（２）委託事業における経理処理

委託事業における経理処理については､ 別紙４「平成24 年度ＩＣＴ街づくり推進事

業委託契約経理処理解説亅 に従うこと。

１ ０　 そ の 他

委託事業の実施については、本実施要領に定めるところによるほか、新たに取り決めを

行うべき事項が生じた場合には、総務省が速やかにこれを定め、必要に応じて総務省ホー

ムページ（http:// ＷＷ.SＯ明り亅9亅p ∠）で公開するものとする。

１ １ 実施要領に関する問い合わせ先

総務省　情報通信国際戦略局　情報通信政策課
〒100-8926　東京都千代田区霞が関2-1 ―2　中央合同庁舎２号館９階

担当：　高橋課長補佐、赤川主査、伊澤官

電話：　03-5253-5482

FAX ：　　0 3-5253-5721
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E-mai l :　i ct-town_atmark_mI . soumu. go. jp

※迷惑メール対策のため、「@」を「atmark 」 と表示しております。

送信の際には、「@」に変更してください。
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委託費（直接経費）の範囲

回

大分類 中分類 説明

Ｉ．物品費 １．設備備品費 委託事業の実施に直接必要な物品( 使用可能期間が１

年以上のもの) の製作又は購入に係る製造原価又は購入

に要する経費。

また．委託事業の実施に必要な物品をリース・レンタ

ルにより調達する場合に要する経費(委託事業のために

直接必要であって．委託先または第三者所有の実験装

置、測定機器その他の設備、備品等の使用料) 。

2. 消耗品費 委託事業の実施に直接必要な物品（使用可能期間が１

年未満のもの）の製作又は購入に係る製造原価又は購入

に要する経費。

II ， 人件費・

謝金

１．実証担当者費 委託事業に直接従事する担当者､設計者及び工員等の

人件費（原則として、①本給、②賞与、③諸手当（福利

厚生に係るものを除く）とする。ただし、Ｉ．に含まれ

るものを除く）。

2. 実証補助者費 委託事業に直接従事するアルバイト、パート等の経費

（福利厚生に係る経費及びＩ．に含まれるものを除く）。

3. 謝金 委託事業の実施に必要な知識、情報、意見等の交換、

検討のために設置する委員会等（ワーキング・グループ

も含む）の開催や運営に要した委員等謝金、または個人

による役務の提供等への謝金。

Ⅲ．旅費 １．旅費（旅費、委員等旅費、

委員調査費）

実証担当者が委託事業の実施に特に必要とする旅費

（交通費、日当、宿泊費）、または委託事業の実施に必

要な知識、情報、意見等の交換、検討のための委員会開

催．運営に要する委員等旅費であって、所属機関の旅費

規程等により算定される経費。

また、委員会の委員が委託事業の実施に必要な知識、

情報、意見等の収集のため、国内あるいは海外において

調査に要する経費で、旅費（交通費、日当．宿泊費）、

その他の経費。

Ⅳ，その他 １．外注費（保守費、改造修理

費、業務請負費（ソフトウェ

ア外注費含む））

委託事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの

分析等の外注にかかる経費（保守費、改造修理費、業務

請負費及びソフトウェア外注費等含む）。

2. 印刷製本費 委託事業の実施に直接必要な資料､ 成果報告書等の印

刷、製本に要した経費。

3. 会議費 委託事業の実施に直接必要な知識、情報、意見等の交

換、検討のための委員会開催、運営に要する会議費、会

議室僭上費、消耗品費、資料作成費、その他の経費。

4. 通信運搬費（通信費、機械

装置等運送費）

委託事業の実施に直接必要な物品の運搬､ データの送

受信等の通信 一電話料、及び機械装置等運送費等。

5. 光熱水料 委託事業の実施に直接使用するプラント及び機器等

の運転等に要する電気、ガス及び水道等の経費。

6. その他（諸経費）（設備施

設料、その他特別費等）

委託事業の実施に必要なものであって、他項に掲げら

れた項目に該当しないが、特に必要と認められる経費。

フ.消費税相当額 「人件費」、「外国旅費のうち支度料や国内分の旅費

を除いた額』、「謝金」等の消費税に関して非（不）課

税取引となる経費の消費税率(5%) に相当する額。

※　地方公共団体の職員の人件費及び旅費は委託経費の対象とはならない。
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平成２４年度補正予算 ＩＣＴ街づくり推進事業
ぴ様式

｢‾声 コ

平成２４年度補正予算ICT 街づくり推進事業に係る提案の公募を行うに当たり、提案書類の構成及び作成

要領等について以下のとおり定めます。

を使用すること。

･¶。 提 案 書類 の 構 成

ヽ/　提案書
［様式１］　 企画提案書（全休概要）

［様式２］　 実施計画書

［様式３］　 実施体制説明書

［様式４］　 事業スケジュール

［様式５］　 予算計画書

［様式６］　主要設備・備品リース・レンタル計画書

［様式７］　 設備購入計画書

［様式８］　 提案書概要

／　その他補足資料

２. 提 案 書 類 の 規 格

提案書、提案書の添付書類（様式１～８）及びその他補足資料（以下、「提案書等」という。）の用紙はすべ

て日本工業規格Ａ４判とし、事業者のロゴ、名称等の入った用紙は使用しないでください。

提案書等はすべて日本語で作成してください。

提案書には、目次を付し、中央下に通しページ番号を付してください。

3｡ 作 成 要 領

提案書は、実施責任者（プロジェクトリーダ）1が、事業に関わるすべての提案者の総意に基づいて記入し

てください。

記入に際しては、以下の事項について注意をお願いします。
５

ｊ

ｊ

１

４

／
』

Ｑ

Ｕ

ぐ

ぐ

ぐ

提案書は、事業全体の実施期間にわたる全体計画を基に記入してください。

事業実施期間については､原則平成２５年度末(平成２６年３月末)までの期間を記入してください。

提案書に虚偽の記載があった場合には、採択を決定した後であっても決定を取り消す場合があります。

４。 提 出 書 類

応募に当たっては、次の提案書等を提出してください。

・提案書（［様式１］～［様式８］）

・その他補足資料（Ａ４版１０ページ以内、様式適宜）

一提案に係る全ての資料を保存した電子媒体(CD-R 又はＤＶＤ-Ｒにより、ワード、パワーポイント等、

編集可能な形式で提出すること）

１提案する事業の内容、実施の際の進捗管理等。事業全般を統括する者。



平成２４年度補正予算 ＩＣＴ街づくり推進事業

企画提案書（全体概要）

提出日：平成２５年

[様式1]

月 日

提案者

代表提案

団体名
萵 付萋とな必迴方公弃尽μ名蒼£廝

代表者名 烝 付表とな必迴方公弃団歃の爬表者 渚賓 名、鋤 酊 ぎ畳 龕

共同提案

団体名
烝 妛諤応 穽団μを貧べて回 翕。地方公渮団μ蕈拑麗案の薯まZ赳E濆 不要。

プロジェク

トリーダ

(所属 一役

職・氏名)

烝　プロジェク みソーダZｽﾞｰ､付波

尽砿兄 ｽﾞT弃同蓬莱団μ/こ蕉蓆

乙ｒいる者とち5 こと

電話番号

Ｅメール

委託事業の概要

事業名

実施地域 節　 爬二)(ﾌ県こ)C)底/ 睾と£戴rj'6/ こ忿βTが靆淀'可怠な薯合な、μ 齦/こ£蠢ﾉ

種別 烝 か糢晃鉦プX:7ジェク た、国贏覓証プX:7ジＪク/ のヽいず洫かｆ£ 寂ず-ること

提案内容

事業・

イメージ図

烝 豸 疵俘乕豸 ぐ脊jt2ﾉ の片容ぎ=要お 乙、甜謬/ごえ 廝ず゙ること

事業費 ○○千円

注）１枚に収めること



[様式2]

実 施 計 画 書

１．事業の目的

烝 迴肩丿嵋7え 名涙題、烝茫贏霎の齏鋩おなβ滯及び婆話讓熹宕ア湲/ご差宕さ力 石岩渭/ごつ乙･てT屶‘か

びや貳ぐ£戴 すること

２。達成目標

萵 委訐贏 霎て了運 磋貳べきβ摎笳可痞在眉 ら/定澀お/こ£套 ﾀﾞ'ること

３。事業の具体的 な内容

（１）事業の詳 細

ア　 委託事業 におけるＩＣＴの利活用方法

烝　 ど迦 よ ラ衣偖怠・ヴー一ど次 差=豸 男 貳るのか 、、膩がどのよ う(Z  I CI 一差二爲侭二層貳るのか 蔕、委冴

事農/ご方/ ﾌﾞるー ｙＣ ７’羝 濁侭片 容 あ訊絋かつμμお/ご記 癬す ること

イ　 実証要素 及び実証方 法

萋 酲ぎ=ど のよ う/ご莫宣す るのか/こつりｒ 、

烝＃/こ肩 念鰾 ・奕 言噂 の甜怠/こつい で/ぱ、

μ蓆かつβ 両 吟/ご冱瀛す畄こと

肪毘 掫紲ぎ二疔ラ睾のμμ滯在羌 証方法ぎ=凌浦す ること

ウ　 その他

妬 奔虜片捏/ごついて漓諚 力劬 がな霤戴貳,に と

（２）審査のポイントに対する適合性

蒼 莫迦要瘴４ ぽﾉ/ こ彫乙た廖て喧五7翦ず‘ること

①明確な街づくり戦略とＩｃＴによる解決策

ア　街が抱える課題及びその解決に向けた街づくり戦略

萵 忿がが 迦7えｒ いる庶贏及びその鳶 掎/こ渮/≠たμ れ 防な澂づぐび柑譖 茫叙£乙だｊrｒ、蔗擲翦

業の犀戟譖/ご方/yる歃澀 づ陟ぎ=厠耆すること

イ

差

ＩＣＴに よる明確な解決策

I  CT £二どのよ う/こ拘活 房乙、 アの蔗 贏ぎ=どの。たj/ ごﾉ甄決貳j5 のか ぎ=蓆鈔/ご凌7戴貳ること

②平時のＩｃＴ利活用と緊急時・災害時における防災・減災機能の発揮

ア　平時におけるＩｃＴ利活用

ダ ヂ歸/こ方乙･ｒ、どのような分野 でどのｊ-ﾗ/ごシヌ テ.∠､蒼活尽乙、を濮が肪える涙罌の雇決ぎ=

どのよ う/ご図石のかぎ=２ 翕ず'ること



イ　緊急時・災害時における防災・減災機能

ダ　どのよ ラ在シヌテ乙 差=どのよｊだ活yＷ乙、肪筴・謌哭甜怠ぎ=どのよう/ご豸澀ず'るか 蒼£覈ず

ること

ウ

ダ

ア、イ の機能を実現するシステムの共用度

どのよ う/ごシヌ テ.乙が 蹂蓆され て'方6ﾉ 、どのよ う/こ爬讚歸 への遥親を 力催7蓆されｒ いるかぎ二

£覈貳るこ２

工

ぶ

その他
覓蕋要齎４ ｒ２ノのヱ～ク/ご濮当 ﾀﾞ'る眉かなその説叔や．その酣蓬莱片捏が萋れｒ いる澁ｊ

あがxｽ汲゙7戴歹一名こと

③共通ＩＤによるリアルタイムデータや行政保有データ等のビッグデータの利活用

ア　地方公共団体が保有するデータの利活用

萵 ののシヌ テーム/こういで、地方公渮甜μ7が蓆亦ず'るどのよラな卉一夕ぎ=活鳶貳ぶのか 茫冱瀛す

ること

イ

ダ

ウ

ぶ

共通ＩＤ の活用による複数分野のデータの共有 一連携のための共通プ ラットフ ォーム

簷霰 分野 の デ タ 茫安£‥ 安息 かつ遊 廓汐畆ご渮存・蓮
丿
修y‘るた必の渮Ｊ フラ ク/ フヽォ ー.∠､ぎ=

どのよ う/こ渮還 ／∂ ぎ=屁 尽乙 てこ実男 乙でいるか 茫£ 覈 ﾀﾞ'ること

その他
莫窗 要瘴４ 仁ﾉ ②ウ～力/ご農当 ずる場かなその説男や、その泄崑葵跨容が原れて″いる盾が

あれな記裔す ること

④ＩＣＴインフラ基盤やインタフェースの確保による住民参加

ア　既存のＩＣＴインフラの活用

烝 委託讓婁の戔窗/こ逍だ 叭 廈力i蓆弃貳る畆刀インフラｆどのよう/ご活ﾉ浮ず‘るのか浤記蠢貳る

こと

イ　住民等の参加及び住民メリット

烝　どのよ う在酵葭丿 齏縲末やメディア/こよ6ﾉ、どのよう/ご茫瓦蔕の参蓆蒼莫習 貳るのか、また

茫昃/こがし てｿｦ歃む/ごどのようなメ グッ/ヽ 力仙 石のかぎ=瓦浦す ること

ウ　その他



烝 豸 旌要T簷４ 仁ﾉ ③ウ/こμ 呰ず'る蓆合なその濔碍や、そのを蓬莱茜 拌が譱沈 で乙･る澁力劬 れ

yＺＥ擢ずｰ､ること

⑤街と街の連携・相互補完

ア　複数の街が連携、相互補完する仕組及びその活用

萵 μ当 貳丿要丿勁 哺 る蓆かな、ーののシヌ テ｡∠4/ごつい て'、どのよう/ご簷霰の原が蓮蓆又な莅互齦

完 貳る拶虐を=豸 男乙、その豆尽/こよ ダどのよｊな齏渭が 杤雌ｒ きるのか蒼凌浦 すること。

⑥明確な街づくり戦略の下での民産学公官の連携体制

ア　首長等による街づくりの明確な戦略及びその推進体制

ぷ 迴方公渮ｇ 歃としｒどのｊ-j な蔀 哲/こ底づき美首 鵈る贏霎ｒあるか 茫示乙だｊ=で、その差違

/こあた び茫昃菷、遼凛凛 、迴方公妛甜歃がどのj- うなμT叔ｒヴポー/ヽ 貳るのか ぎ=盃7耆 ﾀﾞ'ること

イ　 （国際実証プロジェクトの場合）海外地域との連携

萵 遥蔗茫地 域吸 びどのような遥蔗ぎ二疔うのかｆ£ 寂ず‘ること

ウ

萵
その他
mmwM4  (2) ⑤孑

彦九な瓷７蠢 貳ること

ｳ/こ濮蘿貳丿眉かかその濔叔や、その剏蔗莱跨泓眄鮖れて″乙･る盾力

⑦ 費用対効果

ア　 費用対 効果の向上についての取 組

萵　 どのよ う/こ遲原jｙ効渭 のβ17L.z:差=図 つたか/ごつ乙･ｒ 、覓 蘰要 釐４ (2)  c ア、 ずの齪盾ｊ･６ヌ

以-その瓰蓬莱跨捏がxiμzｒl;･る澁 ぎ=£ 澀y‘るこ£

⑧確実な事業の実施及び成果展開

ア　委託事業の確実な実施

萵 委涯事婁蒼政実/ご実諮で きること蒼示節理屡蓍のμ制・鳶力 ・彫及塞窟蔕/こ房 節る膵瞿茫£

廝節畄こと。

イ　委託事業終了後の事業継続性

ぶ 委託事凛終 ア爬£淙溢'した贏業２･してT運忿茫游舫できるごとき=示 す覓諮jy蓆、μ廁り 運崑二右

μﾌ、首途am  (ランーニングコヌ/ 及ヽびその鳶β7鳶荵者ﾉ 浤記戴y'ること。

エ

ダ

その他
そ､X)勉、莢蕕要釐４ ぼﾉ(Z) ウ～才/;こjむμ' る駕 淦なその髭男や、ｊyjl=のI  C  Tまま ｗ乙た



迴域活 か忿/ご房九 弓收蓆の屁 嚮の活/浮や、男痊戔窘 乙ｎ Ｑ５泄の驟蓆と政蓮蔗、瓰省/ﾌ切゚ 施第

と政道蔗 氛 星 籌片捏が麥表 て'いる澁丿劬 れz躇E浦す 必こと

（２）その他の事業要素

烝 覓黹委T釐４ ｒ２ﾉ 選定塞蓆/こ£ 翕のな冖要蓍蒼這迦 乙た瞿豸 蒼疔ラ眉ま、そ､刀内捏浤厠套ず“るこ

と。その蓆、孩業の内捏、手諾、瞿薬が原れて″いる肩 茫叔屁7ﾀﾞ゙ること。なゐ`、可怠 衣眉合な り ノ

のφΓ£ 戴乙ｒ 必耋乙賃えない。

注）枚数制限なし。また、必要な場合には補足説明図（A4 判）等を添付すること。



実施体制説明書

[様式3]

１。実施体制

烝 図箏茫ﾉ浮冖で″笑靈歃寂忿分か6ﾉや鵈ぐ趾λ。

ぶ 蓬莱者のみなら貳 巫穿讓婁政実窗/ご屏わる者/こつ乙･でば淇蓆貧/こ岔崑 茸茫忿虱衍鵈ること

ぶ 委だ鳶/ご屏６式 蓬薬者跨心力偐ﾉZ7育荵蒼疔ラ蓆合なそーの片捏/ごついて盲7戴貳ること

烝 国纜厨豎プ£7ジjzrクみの場合な、AS  E A Nt&tgg との蓮蔗/ごワ冖ｒ必貳鈬廝ずること。

(例)

回萌

本事 業全般の管理 一統括、○○計画の策定及び○○情報を取得・分析するため の○○システム の構築

匹 目

実証結果の検証方法の検討及び実証結果を踏まえた効果の分析

回 回 目

○○に関するデータの提供及び 実証事業に係る住民説明会の主催

２。各主体の役割

NO 名称 役 割 及 び 責 任 ぶ ｊ:ぷ濯 蔵ｇ/こ刧 衣乙たま μ夕/こ爬府 蒼男鰕 こ,鈬λ ずること

１

○○市 ・○○○○計画の策定

・○○情報を取得・分析するための○○システムの構築

・事業計画の立案、報告書の取りまとめをはじめとする事業全般の管

理 一統括

２

△△大学 ・○○○の検証方法の検討

・～～～～効果の検証

・△△△の設計・製作

３ ××株式会社 ・○○データ提供

・～～～～効果の検証のための住民アンケートの実施

・ホームページによる広報、××フォーラム開催による△△△△の普

活動

３。プロジェクトリーグ（実施責任者）

氏　　 名（ふりがな） 勤務先及び職歴概要



４．連絡担当者

No 名称 連 絡 先

※所属、役職、氏 名、住 所、電話番号、メールアドレスを記入。ブロジェクトリー

ダと同一でも 良い。 複数名記載しても良い。

１ ○○市 ○○部ＯＯ課

（役職）　総務 太郎（そうむ　たろう）

〒000-0000　00 県ＯＯ市001  -1  -1

電話:00-0000-0000　　 メール:　xxxx@xxxxxxxxxxx

２ ○○大学 ○○研究科○○専攻

（役職）　総務 次郎（そうむ　じろう）

（役職）　総務 三郎（そうむ　さぶろう）

〒000-0000　00 県ＯＯ市001-1-1

電話:00-0000-0000

メール:　 χχχχ@xxxxxxxxxxx，xxxx@xxxxxxxxxxxx

３ ○○株式会社 ○○部門○○担当

（役職）　総務　花子（そうむ　はなこ）

〒000-0000　00 県○○市001-1-1

電話:00-0000-0000　　 メール:　XXXX@XXXXXXXXXXX

注）枚数制限なし。



事 業 ス ケ ジュ ー ル

※ 複数者による共同事業の場合は、全体計画について記入してください。

[様式４]

単位：百万円

実証事業内容
平成25 年

６月
○月 ○月 ○月 ○月 ○月 事業費

（例）

ア）××に関する実証

1.××の調査

2.××の構築

2-1.××システム

2-2.××システム

3.××の実証

イ）△△に関する実証

3.△△システムの開発

3-1.△△の構築

3-2.△△の実証

4.成果報告書のとりまとめ

→

→

→

＊＊＊＊

＊** ＊

** ＊＊

＊＊*＊

＊** ＊

＊＊＊＊
㎜

丶、

〃

丶、

合計
＊＊** ＊

(注１) 事業費は消費税込みの金額を記入してください。

(注２) 事業費はあくまでも委託先を選定する際の参考として記入いただくものであり、契約金額について何

ら保証するものではありません。

(注３)枚数制限なし。



本扣弌 （錙ｙい･O I よコt.Iに心ｃｅｌ形式胙に,弋手 付引川マよ刀

[様式５]



注）枚数制限なし。

主要設備・備品リース・レンタル計画書

[様式６]

設備名・

メーカー・型番
性能・仕様、期間 金　額 使用目的・使用場所

○○ 性能・仕様：

(平成○○年○月～平成○○年○

月)

単価○○円

(1 ヶ月)

注）枚数制限なし。



設備購入計画書

［ 様 式 ７ ］

設備名・

メーカー・型番

性能・仕様、

購入予定時期
金　額

使用目的

使用場所

リース不可の理由及び

事業期間終了後の取扱

い

○○ 性能・仕様：

(○○年○○月

頃)

単価　　 Ａ円

数量　　 Ｂ個

金額ＡＸＢ円

【理由】

○○によりリース困難

とのリース会社からの回

答があったため。

【事業期間終了後の取

扱い】

残存簿価による買取り

を希望。

【理由】

○○によりリース困難

とのリース会社からの回

答があったため。

【事業期間終了後の取

扱い】

●●市に対する無償貸

与を希望。

丶

注１）事業実施期間終了後の購入機器の取扱いについては、できるだけ詳細に記入。

注２）枚数制限なし。



本指 次C に弌３）ばコがレ卩叫EP 面i目白弋皿に式を使用ずるJサ

［ 様 式 ８ ］



平成２４年度補正予算ＩＣＴ街づくり推進事業　予算計画書

本様式（様式５）の記載内容については、予定でも可とする。

１．予算計画

項　　 目 積 算内 容 使用機関 金 額［円 ］

Ｉ ，物品 費　　 （注１ ）

－１．設 備備品費

２ ．消 耗品 費

例）

＊＊,＊*＊

一 一＊＊,＊*＊

(注4)

A社

＊，＊＊＊，**＊

機器名 （単価・個数 を記載、リー

ス・レン タル の場合 は期間も記載）

研究試料　　*,*** 円× 数量 B大学

ｎ． 人件 費　　　　 （ 注2 ）

1 ，実 証担当者費ﾆ

ｰ-

３ ．謝 金

- ‥ ＊＊,＊*＊
－

A社
一一一　　－B大学

C研 究所

A社

＊，＊＊＊，＊＊＊

研 究 者A　　*,*** 円 ×*** 人 一時

研 究 者B　　*,*** 円 ×*** 人 ・ 時 ＊＊，＊*＊

-
研 究 助 手C　*,*** 円 ×*** 人 ・ 時 ＊＊，＊＊＊

実験補助者D*,*** 円×*** 人・時

○○に関す る謝金

＊＊，＊*＊

＊＊,＊*＊ A社

Ⅲ． 旅費

（香 港 －L.A. 間 ）**,*** 円 ×* 人 ・回

＊，＊*＊，＊*＊

１ ．旅費 ＊＊，＊*＊ A社

IV. その 他

一一保守費、改 造修理費、 業務請負等

印刷・製本 代等

会場借料 等

回線使用 料　*,*** 円×12 ヶ月

＊，＊＊＊，＊＊＊
一

一

１． 外注費 ＊＊，＊*＊ A社

２． 印刷 製本費 ＊*,＊*＊ C研 究所

３． 会議費
一一

＊＊，＊*＊ B大学

４． 通信運 搬費 ＊＊，**＊

＊＊，**＊

＊*，**＊

＊＊,＊＊＊

C研究所

５． 光熱 水料 光熱費　　　*,*** 円×12 ヶ月 A社

B大学

-C研究所

６． そ の他 （諸経費） ※詳細に記 入のこ と。

７ ．消費税 相当額 ※非課税 取引となる 経費の消費税 率

直 接経 費 i  +n  + Ⅲ ＋ＩＶ ＊＊，＊*＊，**＊

（注１） 設 備の概要を 様式６，７に 記入してくだ さい 。

（注２） 人 件費を積算に 含む場合 、時間単価は 、各実証担 当者 ・実 証補助者ごとの健 康保険等級等を 元に。別紙の 人件費標準単価 表に基づき積算し てください

（注３） 直 接経費の１ ０％以下の 額を記入して くだ さい。 （提 案時に おける積算 は不要 ）

（注４） 複 数の法人 等による共同 事業の場合は 、項 目ごと に委託費 を使用する実 施機 関を明記し 。実施機関ごとの 予算計画を様 式5bに記載して ください。



２。外部への請負を予定している事務及び経費

（３）請負を行わなければならない理由



※ 実施機関ごとに、各々が担当する実証事業の部分について記入してください。

※ 下記では、先の［様式5a］の実施機関・Ａ社の例を示す。

平成２４年度補正予算ＩＣＴ街づくり推進事業　予算計画書

[様式5b]

項　　 目 積算内容 金額［円］

Ｉ．物品費　　（注１）

例）

＊，***，＊＊＊

１．設備備品費 機器名（単価・個数を記載、リー

ス・レンタルの場合は期間も記載）

** ，＊*＊

２．消耗品費

ｎ．人件費　　　 （注２） ＊，***，**＊

１．実証担当者費 研 究 者A　　*,*** 円 ×*** 人 ・ 時 ＊＊，＊*＊

２，実証補助者費 実 験 補 助 者D  *,  *** 円 ×*** 人 ・ 時 ＊＊，＊＊＊

３，謝金 ＯＯに関する謝金 ＊＊，＊＊＊

Ⅲ．旅費 ＊，＊**，＊＊＊

１．旅費 （香 港-L.  A. 間 ）**,*** 円 ×* 人 ・ 回 ＊＊，*＊＊

Ⅳ．その他 ＊，＊**，＊*＊

１．外注費 保守費、改造修理費、業務請負等 ＊＊，＊＊＊

２．印刷製本費

３，会議費

４．通信運搬費

５．光熱水料 光 熱 費　　　*,*** 円 ×12 ヶ 月 ＊＊，*＊＊

６．その他（諸経費）

７．消費税相当額

直接経費 i +  n + Ⅲ＋IV ＊＊,*** ，＊＊＊

(注１)設備の概 要を様式６，７に記 入して ください。

(注２) 人件費を 積算に含む場合、時間 単価は、各実 証担当者 一実証 補助者ごとの健 康保険等級等を元 に、別紙の人件費標

準 単価表に基づ き積算してください。

(注３) 直接経 費の１０％以下の額 を記入してくだ さい。( 提案時 における積算は 不要)



平成24 年度適用
万lj絋　　　　　　　　　　　　 対 二費 標 準 単価 表

健保等級適用者 健保等級が通用されない者

なし又は年４回以上 賞与回数 年１回～３回

一一一

法定福利費 法定福利費

加算の有無

一　　 －

法定福利費

加算あり

･4-

加算なし 加算あり
→

加算なし

冫　　 く≪e･

① ②
区分

③ ④ 年額範囲

以上～未満

月額範囲

以上～未満
[円/時間] [円/時間] [円/時間] [円/時間]

詣 皿 顳 廱縦賺贈窺 健保等級 宿願朧朧 朧胆朧朧ｊ　

410 340 １ 530 450 826, 800　～　　　982､800 68,900　 ～　　　81,900

470 400 ２ 620 520 982, 800　～　　1, 138,800 81,900　 ～　　　94,900

540 460 ３ 700 600 1,138,800　 ～　　1, 294, 800 94,900　 ～　　　107,900

600 520 ４ 780 680 1,294,800　 ～　　1,450,  800 107, 900　～　　　120, 900

660 580 ５ 860 760 1,450, 800　～　　1,  575, 600 120, 900　～　　　131, 300

700 620 ６ 910 800 1, 575, 600　～　　1,  669, 200 131,300　 ～　　139,100

740 650 ７ 970 850 1, 669, 200　～　　1,778,400 139,100　 ～　　　148,200

800 700 ８ 1, 040 910 1, 778, 400　～　　1,  903, 200 148, 200　～　　　158, 600

850 750 ９ 1,110 970 1, 903, 200　～　　2,  028, 000 158, 600　～　　　169, 000

910 800 10 1,180 1,040 2, 028,000　～　　2,  152, 800 169, 000　～　　　179,400

960 840 11 1,250 1､100 2,152,800　 ～　　2,  277､600 179, 400　～　　189､800

1,020 890 12 1, 320 1、160 2, 277, 600　～　　2,  418, 000 189,800　～　　　201,500

1,080 950 13 1,410 1, 240 2, 418, 000　～　　2,  574,000 201, 500　～　　　214, 500

1,150 1,010 ゛14 1, 500 1,320 2, 574, 000　～　　2,  730, 000 214, 500　～　　　227, 500

1,220 1､070 15 1j 590 1, 390 2, 730,000　～　　2,886,  000 227, 500　～　　　240, 500

1,290 1, 130 16 1,680 1,470 2,886,000　 ～　　3,  042, 000 240,500　～　　　253､500

1,360 1,190 17 1,760 1,550 3, 042, 000　～　　3,  276, 000 253, 500　～　　　273, 000

1,490 1,310 18 1,940 1,710 3, 276, 000　～　　3,  588,000 273,000　～　　　299,000

1,630 1,430 19 2,120 1,860 3, 588､000　～　　3,  900, 000 299,000　～　　　325,000

1,760 1, 550 20 2, 290 2, 020 3, 900,000　～　　4,  212, 000 325, 000　～　　　351,000

1,900 1､670 21 2,470 2,170 4,212,000　 ～　　4,  524, 000 351, 000　～　　　377,000

2, 040 1､790 22 2, 650 2,330 4, 524, 000　～　　4,  836, 000 377, 000　～　　　403､000

2,170 1,910 23 2, 820 2, 480 4, 836, 000　～　　5,148､000 403,000　 ～　　　429,000

2,310 2､030 24 3, 000 2, 640 5,148, 000　～　　5,460,  000 429, 000　～　　455,000

2,440 2,150 25 3,180 2, 790 5, 460,000　～　　5,  772, 000 455, 000　～　　　481, 000

2,580 2,270 26 3, 360 2, 950 5, 772, 000　～　　6,  162, 000 481, 000　～　　　513,500

2,780 2,450 27 3, 620 3,180 6,162, 000　～　　6,  630, 000 513,500　 ～　　　552, 500

2, 990 2, 630 28 3, 890 3､420 6, 630, 000　～　　7,098,000 552,500　～　　　591,500

3,190 2,810 29 4,150 3, 650 7, 098, 000　～　　7,  566, 000 591, 500　～　　　630､500

3,400 2, 990 30 4,420 3, 880 7,566,000　 ～　　8,  034, 000 630, 500　～　　669,  500

3, 600 3,160 3t 4, 680 4, 120 8,034, 000　～　　8,  502, 000 669, 500　～　　　708,500

3,800 3, 340 32 4, 950 4, 350 8, 502, 000　～　　8,  970,000 708, 500　～　　　747, 500

4,010 3, 520 33 5,210 4, 580 8,970,000　 ～　　9,438,  000 747, 500　～　　　786､500

4,210 3, 700 34 5,480 4, 820 9, 438, 000　～　　9,906,  000 786, 500　～　　　825,500

4,400 3､880 35 5, 720 5, 050 9,906,000　 ～　　10, 374, 000 825, 500　～　　　864,500

4, 590 4,060 36 5, 970 5,280 10, 374, 000　～　　10, 842, 000 864, 500　～　　　903, 500

4, 780 4, 240 37 6, 220 5, 520 10, 842, 000　～　　11, 388,000 903, 500　～　　　949, 000

5,030 4､480 38 6, 540 5, 830 11,388, OOP　～　　12,012, 000 949,000　～　1､001,  000

5,290 4, 720 39 6,870 6,140 12,012,000　 ～　　12, 636, 000 1, 001, 000　～　1､053,  000

5, 540 4, 960 40 7, 200 6,450 12, 636, 000　～　　13, 338, 000 1, 053, 000　～　1 、Ill, 500

5, 850 5, 260 41 7, 610 6, 840 13, 338, 000　～　　14,118,000 1,111,500　 ～　1,176,  500

6,170 5､560 42 8, 020 7,230 14,118, 000　～　　14,898, 000 1, 176,500　～　1､241､500

6,480 5,860 43 8,430 7,610 14, 898, 000　～　　15, 678, 000 1, 241, 500　～　1,  306, 500

6, 800 6,160 44 8,840 8, 000 15,678, 000　～　　16, 458, 000 1, 306, 500　～　1,371,500

7,180 6,510 45 9, 330 8,470 16,458, OOP　～　　17, 394, 000 1, 371, 500　～　1,449,  500

7, 560 6､870 46 9, 830 8, 940 17, 394, 000　～　　18, 330,000 1, 449, 500　～　1,  527, 500

7,940 7, 230 47 10, 320 9, 400 18, 330, 000　～　　19,110,000 1, 527, 500　～　1,  592, 500
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